
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の略称の解説 

 

略 称 説       明 

市民 本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者 

市民等 市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体 

特定人等 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団 

申出人 調査審議の対象となっている表現活動に係る条例第５条第２項の規定による申出をした

市民等 

関係人 調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの 

 


